
政策評価・独立行政法人評価委員会委員長 

及び各府省独法評価委員会委員長懇談会 

 

日時：平成 17 年４月 15 日（金）15：00～17:00 

場所：東海大学校友会館霞の間（霞ヶ関ビル 33 階） 

 

議題：１  丹羽政策評価・独立行政法人評価委員会委員長からの挨拶 

 ２  富田独立行政法人評価分科会長からの説明 

  ・政策評価・独法評価委員会の昨年の活動について 

  ・平成 17 年度の政策評価・独法評価委員会の活動予定 

３  意見交換 

 

出席者：内閣府独法評価委員会委員長   大森 彌（東京大学名誉教授） 

    外務省独法評価委員会委員    川上照男（公認会計士（オフィス・あさひ）） 

財務省独法評価委員会委員長代理 牟田博光（東京工業大学大学院社会理工学研究科教授）  

厚労省独法評価委員会委員長代理 開原成允（国際医療福祉大学大学院長） 

農水省独法評価委員会委員長    松本 聰（秋田県立大学生物資源科学部教授） 

経産省独法評価委員会委員長 

木村 孟（（独）大学評価・学位授与機構長） 

国交省独法評価委員会委員長    

   

環境省独法評価委員会委員長代理 松野太郎 

（（独）海洋研究開発機構地球環境フロンティア研

究センター地球環境モデリング研究プログラム

特任研究員） 

政策評価・独法評価委員会委員長 丹羽宇一郎（伊藤忠商事株式会社代表取締役会長） 

同  分科会長      富田 俊基（中央大学法学部教授） 

       同  分科会長代理    樫谷 隆夫（日本公認会計士協会理事） 

資料 １



委員長懇談会(4/15)での各府省意見と政独委員会としての対応 

委員長懇談会での各府省意見 政独委員会としての対応 

○政独委員会と各府省の独法評価委員会の役割分担が必要 

・政独委が非常に細かい点まで指摘するが、専門的なものは各府省

にまかせるべき。 

・政独委が各府省と同じ視点で見るのは無駄。 

・中期目標終了時の見直しの際には、各府省の年度評価結果も尊重

すべき 

・政独委と各府省の役割分担が必要。 

各府省・・・専門的、実践的な観点から評価 

政独委・・・制度問題、組織論など大所高所から横断的に評価

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←評価の客観性・信頼性を確保することは引き続き重要であり、今後と

も必要に応じ指摘 

←同時に、評価は、評価対象である独立行政法人の業務の在り方の見直

しや運営の改善に資するべきものであり、そのためには、①毎年度の

評価の積み重ねが、中期目標終了時の見直しに反映されるようなもの

であること、②法人の業務運営の改善を目指すものであることが重要

であり、二次評価は、それに積極的に寄与することが求められる。 

 

⇒今後、二次意見や関心事項で示した評価の視点のうち、以下の視点に

重点を置いて各WGで検討することとし、法人ごとの具体的視点は夏目

途に整理 

 ① 二次意見で示している、中期的観点をも踏まえた法人の業務の在

り方についての一次評価の実施状況に重点を置いて、意見を述べる

こと 

② 効果的・効率的な法人の業務運営の観点から、各法人について、

横断的な視点からの指摘（財務会計面等）や、主要な事項に係る指

摘に重点を置いて、意見を述べること 

③ 評価作業を通じて把握した他の府省評価委員会において参考とな

る一次評価の手法、視点等について積極的に評価すること 

 



委員長懇談会での各府省意見 政独委員会としての対応 

○退職金の業績勘案率に関する検討方針の見直し 

・政独委の方針は1.0であまりにも硬直的。 

・平均値を1.0 にすることとし、個別の評価は各府省委員会にまか

せるべき。 

 

○各府省の評価委において財務を見ている会計士からヒアリングして

くれないか。 

・目的積立金を積極的に積み立てることについて、業務収入の多い

法人とそうではない法人があるので、ガイドラインを示して欲し

い。 

・目的積立金の承認が厳しすぎるのではないか。 

 

←政独委員会としても、1.0 を超えるものも下回るものもあり得るとの

認識。 

各府省委員会の個別の評価に対して適切に対応。 

 

 

←財務研において、各府省の評価委員(財務関係)との懇談会を開催（６

月中旬）。当該懇談会での具体的な議論を踏まえ、対応を検討。 

 

 

 

（注） 独立行政法人分科会（５／１３開催）における意見を踏まえ、一部修正している。 




















